
     環境経営レポート

    （２０２１．１０．１　～　２０２２．９．３０）

　   東京都葛飾区奥戸二丁目40番6号

　  令和 ４ 年 1０ 月 ３１ 日

大 翔 建 設 株 式 会 社事 業 者 名

所 在 地

作 成 日



１）　 事業所名及び代表者名

大翔建設株式会社 代表取締役　　三 村　徹 也

２） 所在地

本   　　　   社： 〒124-0022

東京都葛飾区奥戸二丁目４０番６号

吉川資材置場： 〒342-0027

埼玉県吉川市大字三輪野江字草刈場2113

３） 事業活動の内容

葛飾区・足立区・江戸川区等地域に密着した建築工事（役所・学校の

耐震工事や都営住宅のスーパーリフォーム工事等）を主に実施。

４） 事業の規模

・・・・・ 令和３年度　　　１，４０２ 百万円

・・・・・ 東京都知事許可　　特－３　第 1797 号

・・・・・

・・・・・ ９　名

５） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡表

・・・・・ 中 山　  祥 次

・・・・・ 登 山　　香

・・・・・ TEL　03-3692-8181
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事 業 の 概 要

環境管理責任者

担 当 者

連 絡 先

売 上 高

事 業 許 可 番 号

登 録 範 囲

従 業 員

建築・とび・土工・屋根・板金・塗装・防水・
内装仕上・建具



　作成日　 2022.10.1

1. 環境方針の策定

2. 経営資源の準備

3. 代表者による全体の評価と見直し

4. 環境活動レポートの承認

5. 環境目標及び環境活動計画の承認

1. ＥＡ２１システムの確立、実施推進、維持管理

2. 事務所・建設現場の環境目標及び環境活動計画の策定

3. 環境への負荷及び取組への自己チェックの実施

4. 環境活動レポートの作成

5. 環境関連法規等の取りまとめ及び遵守状況の確認

6. ＥＡ２１に関する実施状況の把握と報告

7. 教育訓練計画の策定と実施

1. 環境方針の周知徹底

2. 環境活動計画の実施及び達成状況の報告

3. 従業員及び作業員に対する教育訓練の実施

4. 環境緊急事態の手順書の作成・テスト・訓練・記録

5. 問題点の発見、是正、予防措置

1. ＥＡ２１責任者・ＥＡ２１担当者の補佐業務

事  務  局 2. 環境文書及び記録の作成・管理

登　山　　香 3. その他ＥＡ２１に関する業務

大翔建設株式会社　　　　ＥＡ２１　実施体制

(事務所エコアクション２１ 認証登録範囲)

代  表  者

代表取締役社長  三 村　徹 也

EA21 責 任 者

中 山　祥 次

事  務  所

EA21  事 務 局

登　山　　香

社　　員 社　　員

建　　　設　　　現　　　場　　　責　　　任　　　者

・矢作　徳克　　・小友　卓哉　　・中山　祥次　　・国井　高広

現　　場　　Ｅ　　Ａ　　２　　１　　担　　当　　者

・浜武　賢恭　　・阿部　寛也　　・中島　健太

協力会社社員

役　割　・　責　任　・　権　限

代表者　　(社  長)

浜武　賢恭

阿部　寛也、中島　健太
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三 村 　徹 也

EA２１　責 任 者

EA２１　委 員 会

中 山　祥 次

EA２１　担　　当

（事務局・建設現場）



環境との共生、調和を目指し、自ら責任を持ち全従業員をあげて環境に

配慮した活動に取り組み、地域、社会に貢献します。

１． 　

２． 工事等で発生する廃棄物の排出量削減とリサイクルに努めます。

３． 総排水量（使用する水資源）の削減に努めます。

４． ボランティア活動を通じて地域社会の貢献に努めます。

５． 全従業員が環境方針を理解し、活動できるように教育の徹底を図ります。

６． 環境関連法規を遵守します。

７． 工事関連書類のペーパーレス化（書類の電子化）に努めます。

改訂　令和 ３ 年 １０ 月 １５ 日

　　代 表 取 締 役　　三 村　徹 也

環 境 経 営 方 針

総合建設工事業である大翔建設株式会社は、地域社会を通じ

二 酸 化 炭 素 排 出 量 の 削 減 に 努 め ま す 。

大 翔 建 設 株 式 会 社
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令和４年１０月27日　作成者：登　山

１．　事　業　所

 活 動 結 果　　　運用期間 　２０２１ 年　１０ 月　～　２０２２ 年　９ 月

　　　　　　　（令和 ３ 年 １０ 月　～　令和 ４ 年 ９ 月）

単　位 実施場所 基　準　値 評　価

（02年度） （ＣＯ2値） （ＣＯ2値）

KWh 6,227 6,227 (2,960) 6,290 (2,987) 未達成

ℓ 事務所 1,937 1,937 (4,496 ) 1,582 (3,673) 達成

Nm3 0 0 (  －  ) － － －

ℓ 0 0 (  －  ) － － －

ℓ 0 0 (　－　) － － －

（7,456） (6,660) 達成

（H30年度）　

ｔ 事務所 0.2ｔ 達成

（H30年度）　

55

 結果の分析と評価

　・　二酸化炭素の削減

それ以外の月は使用量も抑えられている場合が多いので、継続していきたい。

　・　廃棄物排出量の削減

ゴミ処理券

削減 　昨年度同様、事業系一般廃棄物の排出量は、分別をより強化することで達成できた。

０４年度の環境目標と実績、環境活動計画の取組結果・評価
本　　　　　社

8月で複数の工事が終了し、社内で作業する社員が増加したため電気使用量が増加したが、

水資源使用量
㎥

0.09ｔ

－

目　標 基準値に対する目標 実　績

電力の使用量の削減

の削減

ＣＯ2の削減 ㎏-CＯ2　　合計

－
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ｶﾞｿﾘﾝの使用量の削減

都市ｶﾞｽの使用量の削減

軽油の使用量の削減

灯油の削減

処理券の削減）

（リサイクルは除く）

電力量

（事業系有料ｺﾞﾐ

－

化石燃料
ガソリンについては、電話やFAX、メールでの連絡を心掛け、近隣の移動には自転車を使用する
等、社用車の使用を抑えるよう努めた。

現場を含むCO2の総排出量：35,201㎏-CＯ2

0.2ｔ

一般廃棄物の削減

事務所

使用電力起源のCO2排出量の算出にあたって使用した係数：0.475ｋｇ-CO2/kwh



活 動 結 果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２０年 １２ 月　～　２０２２ 年 ８ 月

単　位 実施場所 実　績

電　力 24,316 7,294

㎏-CＯ2 ガソリン 4,040 3,970

軽　油 4,208 5,004

32,564 16,268

％ 98.7%

(　3,590.8t / 3,635.5t )

使用電力起源のCO2排出量の算出にあたって使用した係数：0.475ｋｇ-CO2/kwh

 結果の分析と評価

　・　二酸化炭素の削減

　・　リサイクル率の管理

産業廃棄物

　・　水資源使用量の削減

０４年度の環境目標と実績、環境活動計画の取組結果・評価
現場（葛飾区立西小菅小学校建築（増築及び改修）工事）
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電力量
休憩時間は電気を消す、工具の電気を付けっぱなしにしない、省エネ対応の機器を使用
する等の節電を心掛けた。

化石燃料
発電機の使用や、コロナ感染症対策のため社用車の使用が増え、ガソリンの使用量が多
くなった。
発電機については長時間の使用を控える等、削減努力を行った。

分別を徹底し、リサイクルに回せるものをこまめにチェックし、埋め立てとなる廃棄物の削
減に努めた。

水道使用量
張り紙をして節水を呼び掛ける、水道の先端にストッパー器具を付けて、出しっぱなしに
しない等、節水を心掛けた。

水資源使用量
㎥ 2,486

の削減

　　　　㎏-CＯ2　　合計

廃棄物排出量
葛飾区立西小菅小学
校建築（増築及び改

修）工事
の削減 リサイクル率75％

令和４年１０月７日　作成者：浜　武

目　標 参　考　値

葛飾区立西小菅小学
校建築（増築及び改

修）工事

（本田中学校）

ＣＯ2の

削減



活 動 結 果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２１年 １２ 月　～　２０２２ 年 ８ 月

単　位 実施場所 実　績

電　力 6,047 7,096

㎏-CＯ2 ガソリン 628 1,843

軽　油 1,164 3,334

7,839 12,273

％ 97.5%

(　550.93t / 564.73t )

使用電力起源のCO2排出量の算出にあたって使用した係数：0.475ｋｇ-CO2/kwh

 結果の分析と評価

　・　二酸化炭素の削減

　・　リサイクル率の管理

産業廃棄物

　・　水資源使用量の削減

０４年度の環境目標と実績、環境活動計画の取組結果・評価
現場（葛飾区奥戸総合スポーツセンター野球場等建築（増築及び改修）工事）
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電力量
改修対象が多く、電気の使用量が多くなってしまった。出来る限り施設ごとの施工を同時
進行させることによって、使用量を抑えるよう努めた。

化石燃料
現場の敷地が広く、資材運搬に社用車を使用したため、ガソリンの使用量が増えてしまっ
た。
移動には自転車を使用する等、節約に努めた。

以前の産廃業者よりリサイクル率の高い産廃業者を選定し、中間処理施設での分別が徹
底され、リサイクル率の大幅な改善につながった。

水道使用量 葛飾区から貸与

水資源使用量
㎥ －

の削減

　　　　㎏-CＯ2　　合計

廃棄物排出量
葛飾区奥戸総合ス
ポーツセンター野球
場等建築（増築及び

改修）工事

の削減 リサイクル率75％

令和４年１０月７日　作成者：中　山

目　標 参　考　値

葛飾区奥戸総合ス
ポーツセンター野球
場等建築（増築及び

改修）工事

（本田消防署）

ＣＯ2の

削減



１）本　　社
　　　　　　　　

目標達成 Ｒ０２年度 Ｒ０３年度 Ｒ０４年度 Ｒ０５年度 Ｒ０６年度 Ｒ０７年度

　　R02年10月 　 　R03年10月 　　 R04年10月 　 　R05年10月 　 　R06年10月

　取組項目 基準値と単位 　 　～R03年9月 　 　～R04年9月 　 　～R05年9月 　 　～R06年9月 　 　～R07年9月

R02年度を
１． 電力使用量の削減 基準値とし、

使用量を維持 同　左 同　左 同　左 同　左

R02年度を
２． ガソリン使用量の削減 基準値とし、

1,937ℓ 使用量を維持 同　左 同　左 同　左 同　左

３． 軽油使用量の削減
同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

４． 灯油の削減
同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

R02年度を
５． 二酸化炭素排出量の 基準値とし、

削減 使用量を維持 同　左 同　左 同　左 同　左

６． 廃棄物排出量の維持 事業系有料ゴミ 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左
処理券使用枚数

9　 枚
（ 0.2ｔ ）

７． ボランティア活動の

推進 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

２）現　　場
　　　　　　　　

目標達成 Ｒ０３年度 Ｒ０４年度 Ｒ０５年度 Ｒ０６年度 Ｒ０７年度

　　R02年10月 　 　R03年10月 　　 R04年10月 　 　R05年10月 　 　R06年10月

　取組項目 基準値と単位 　 　～R03年9月 　 　～R04年9月 　 　～R05年9月 　 　～R06年9月 　 　～R07年9月

１． 二酸化炭素排出量の

削減 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

(電力、ガソリン、軽油、

都市ガス、灯油)

２． 同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

３．

同　左 同　左 同　左 同　左 同　左

注１： 建設リサイクル法に該当する工事は法規定目標値以上とします。
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産業廃棄物のリサイク
ル率の向上
　　　　　　　　　 注１

排出量を管理し、
ポスターの掲示や
社員教育等の啓発

活動を実施する

工事関係書類の
データ化

葛飾建築協会主催
のボランティア活動
に参加する

リサイクル率
75％

工事関係書類のペー
パレス化

6,227kwh

0ℓ

今後の環境経営目標

260ℓ

7,456 kg-CO2



今年度の環境経営計画

１． 二酸化炭素排出量削減
　　　　 

　　「目標」　　 Ｒ０２年度と同等

１）　 社内照明の消灯の徹底

２） 昼食休憩時間の消灯の徹底

３） 休日のＰＣ待機電力の削減

４） 二酸化炭素削減に対する教育の実施

a． 消費電力の削減のための教育

ｂ． ガソリン・軽油・灯油等の削減のための教育

c． 都市ガス等の削減のための教育

５） 各部屋等のスイッチに ｢消灯にご協力を！」 掲示

６） ２F事務室・食堂の窓の二重化により、冷暖房負荷の低減のため

ブラインドの有効活用を図る。

７） ２Ｆ 高効率照明器具（LED）の消灯の徹底

２． 産業廃棄物のリサイクル率の向上

　　「目標」　　産業廃棄物のリサイクル率　７５％

１）　 廃棄物の分別強化

２） 廃棄物分別保管箱の増設

３） 廃棄物に関する教育の実施

４） ゴミ置き場に 「ゴミ分別にご協力を！」 掲示

５）　 シュレッターにかけるものの分別強化

３． 地域社会への貢献

葛飾建築協会主催のボランティア活動に参加

４． 工事関係書類のペーパーレス化

１）　

２） 本社ファイルサーバを利用した書類の共有化

2021 年 10 月　作成

工事関係書類（施工体制台帳、施工報告書、現場写真、産廃マニ
フェスト等）の電子化
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次年度の環境経営計画

１． 二酸化炭素排出量削減
　　　　 

　　「目標」　　 Ｒ０２年度と同等

１）　 社内照明の消灯の徹底

２） 昼食休憩時間の消灯の徹底

３） 休日のＰＣ待機電力の削減

４） 二酸化炭素削減に対する教育の実施

a． 消費電力の削減のための教育

ｂ． ガソリン・軽油・灯油等の削減のための教育

c． 都市ガス等の削減のための教育

５） 各部屋等のスイッチに ｢消灯にご協力を！」 掲示

６） ２F事務室・食堂の窓の二重化により、冷暖房負荷の低減のため

ブラインドの有効活用を図る。

７） ２Ｆ 高効率照明器具（LED）の消灯の徹底

２． 産業廃棄物のリサイクル率の向上

　　「目標」　　産業廃棄物のリサイクル率　７５％

１）　 廃棄物の分別強化

２） 廃棄物分別保管箱の増設

３） 廃棄物に関する教育の実施

４） ゴミ置き場に 「ゴミ分別にご協力を！」 掲示

５）　 シュレッターにかけるものの分別強化

３． 地域社会への貢献

１） 葛飾建築協会主催のボランティア活動に参加

２） 会社周辺及び現場周辺の清掃活動

４． 工事関係書類のペーパーレス化

１）　

２） 本社ファイルサーバを利用した書類の共有化

2022 年 10 月　作成

工事関係書類（施工体制台帳、施工報告書、現場写真、産廃マニ
フェスト等）の電子化
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確   認   者 　　登　　山

最終確認日   Ｒ04.10.27

事務所 現場

騒音・振動規制法 ２条３項
１４条

対応する現場において作業の7日前までに提出

－ ○

廃掃法 政令３条・６条 囲い、掲示板の設置確認

○ ○

排出事業者として 政令６条の２
法１２条の３
法１２条の３の６項

許可された一般・産業廃棄物運搬、処分業者に委
託
マニフェスト発行・報告確認
前年度分を６月末までに都道府県知事に報告
（平成27年度からマニフェストを電子化）

○ ○

特別管理産業廃棄物
（石綿）
都条例

１２３条
１２４条

対応する現場において提出
特別管理産業廃棄物管理責任者の選任

－ ○

建築基準法

内装仕上材 Ｆ☆☆☆☆ の確認
製品安全データシート（ＭＳＤＳ）の確認

－ ○

建設リサイクル法 １０条
１３条
１８条

対応する現場において、再生資源利用計画の作成
及び提出

－ ○

資源有効利用促進法 １５条 工事毎に再生資源（土砂、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ塊）の利用計画と実施記録

－ ○

労安法 １２条の２　１４条 対応する現場において提出

－ ○

・　弊社は関係法令・条例・規則等を遵守しています。 ○　確認済み
△　未確認
－　対象外
×　違   反

環境関連法規への違反・訴訟等の有無

・　過去24年10月1日から04年9月30日までの間、関係者当局より順守すべき法令の違反、
    及び利害関係者からの訴訟提起を受けておりません。

―  10  ―

法規 条項 当社の対応
遵守状況確認



令和 ４年 １０月 １７日

（1） 二酸化炭素の排出量削減

①　昨年度指摘事項への対応

昨年度指摘事項： 電気や化石燃料の消費量を削減する。

対　　応：

②　評　価

③　指示事項

（2） 一般廃棄物の削減

①　昨年度指摘事項への対応

昨年度指摘事項：

対　　応：

②　評　価

③　指示事項
今後も現状を維持していきたい。

（3） 化学物質の管理

①　昨年度指摘事項への対応

指摘事項： 工事現場での適正な運用を心掛ける。

対　　応：

②　評　価

③　見直し事項

今後も適正な運用を心掛ける。

古いファイルや裏紙の再利用、リフィルがある文房具を選定して購入す
る等、事務用品の新規購入や廃棄を減らし、廃棄物の削減に努めた。

社員の間で３Rの意識が高まっていることを評価したい。

使化学物質のデータシートの確認を徹底し、PRTR対象の物質の使用
を控える、管理体制を整備する。

発注時にPRTR対象の物質を除く、材料の管理場所の整備等、適正な
管理を心掛けるよう努めている。
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代 表 者 に よ る 全 体 の 評 価 と 見 直 し

遠距離の工事現場の場合は、必要最低限以外の工事車両の使用を控
え、近隣への移動は自転車を使用するようにした。

コロナ感染症対策のため公共交通機関の利用をやめ、遠方の工事現
場へは社用車を利用したが、近隣への移動は自転車を利用するよう努
めていた。また、電話やメール等の連絡で、外出を抑えるよう努めた。
電力の使用量については、夏場の熱中症対策によるエアコンの使用
や、コロナ感染症対策のための換気等で電力を使用する機会が多かっ
た。

引き続き電気や化石燃料の消費量を削減する。

より一層の分別と数量管理をしていきたい。今後も現状を維持していき
たい。



（4） 廃棄物のリサイクル率の向上

①　昨年度指摘事項への対応

指摘事項： 適正な管理を心掛け、リサイクル率の達成に努める。

対　　応：

②　評　価

③　見直し事項 今後も適正な管理を心掛け、リサイクル率の向上に努める。

（5） 工事関係書類のペーパレス化

①　昨年度指摘事項への対応

指摘事項：

対　　応：

②　評　価

③　見直し事項 今後も継続していく。
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三　村　　徹　也

産廃業者の選定を行い、より分別を徹底する業者へ変更し、リサイクル
率を高めることができた。

既存の産廃業者を見直し、よりリサイクル率を高めるなど、現場での意
識向上が伺える。

電子マニフェスト加入により、紙マニフェストの削減や廃棄物の管理の
効率化を図り、業務の簡素化に努めたことを評価したい。

大 翔 建 設 株 式 会 社

社員間での情報共有や、業務の簡素化を図る。

電子マニフェスト未加入業者に、電子システムに登録してもらい、紙マ
ニフェストの利用を抑えた。
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